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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣糸導入用孔を設けた大径竿管に直接に継ぎ合わせられる小径竿管の後端に装着され、
ガイドリングを保持する筒状保持体の後端縁の形状ラインは、小径竿管の中心軸線に対し
て直交する直交面に交差する傾斜ラインを有しており、該筒状保持体の外周面は前記大径
竿管の内面に沿っていると共に、該筒状保持体の前記直交面で切断した断面における肉厚
は、該筒状保持体の内周面が変化することにより、前記直交面と傾斜ラインとの交点に近
づくに従って漸減していることを特徴とする継式中通し釣竿。
【請求項２】
　前記後端縁のライン形状は、筒状保持体の周方向に沿った波形状である請求項１記載の
継式中通し釣竿。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、継式の中通し釣竿に関する。
【背景技術】
【０００２】
　元竿等の大径竿管の途中位置に釣糸導入用の孔を設け、この孔から竿管内部に釣糸を挿
通させ、釣竿先端の開口部から釣糸を導出させて釣りを行う中通し釣竿が知られている。
この釣糸を竿管内部に挿通させる作業のために、細長くて柔軟性のある糸通し具が使用さ
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れている。その作業には２方式があり、糸通し具を釣竿先端から挿入する方式と、前記釣
糸導入用の孔から挿入する方式とである。本願は後者の方式に係わる。この後者方式で問
題になるのは、釣糸導入用孔を設けている大径竿管に直接に継合わされている小径竿管の
後端には、釣りを行う際に釣糸を案内するためのガイドリングを保持した円筒状の保持体
が螺合等によって装着されている。この保持体は円筒状であって、その後端は、円筒の中
心軸線に対して直交する面で切断された直交端面であり、保持体内面は後方程肉厚が薄く
なるようにすり鉢状に形成してはいるものの、現実問題として、その後端縁である直交端
面は幾分かの肉厚を有している。
【０００３】
　一方、糸通し具は、細長いワイヤ等の細径本体部の先端部に、先導の役目をするため、
その先端部が丸められた頭部が設けられている。この頭部から適宜離れた後方位置の細径
本体部を概ね竿管の長手方向に沿って保持した際には、頭部が重量のために下方（重力方
向）に垂れる。また、糸通し具を釣糸導入孔から挿入する際に所定の角度で挿入せざるを
得ないため、糸通し具の先端部である頭部が、小径竿管後端の保持体に至る手前位置の大
径竿管内面に一旦当接する。勿論、この保持体の位置が釣糸導入用の孔から小径竿管後端
の保持体が見える程近接している場合は、糸通し具を斜めに挿入しても保持体に対して直
接に挿入できる場合があるが、こうした場合は例外となる。このため、糸通し作業状態に
おいて、糸通し対象とする釣竿の小径竿管に設けた前記保持体の位置が大径竿管の釣糸導
入用孔から適宜距離前方に離れていると、釣糸導入用孔から挿入した糸通し具の先端部で
ある頭部が、大径竿管の釣糸導入用孔の径方向反対側竿管内面に一旦当接する。この状態
で、細径本体部を持って糸通し具を更に前方に押すと、糸通し具の頭部先端が前記保持体
の直交端面に当接する。しかし、頭部の先端部は丸いものの、実際には引っ掛かった状態
となる場合が多く、糸通し作業が円滑に行われ得ない。こうした状態に成り難いように工
夫したものが下記特許文献１に開示されている。
【特許文献１】特開平１０－３１３７４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の引っ掛かった状態から、釣糸導入用の孔の付近で糸通し具の細径本体部を左右前
後等に揺するように動かしてその引っ掛かった状態から、頭部を保持体内部に通そうとす
る。しかし、糸通し具の細径本体部は適宜な撓み剛性を有するとはいうものの、操作を行
う細径本体部の位置は頭部からはある程度後方の位置であり、また、保持体後端縁には幾
分かの肉厚が存在するため、糸通し具先端の頭部が抵抗を受け、現実の頭部の動きは、糸
通し操作をしている指の動きとは必ずしも一致せずに保持体後端縁に沿って円周方向に移
動してしまう。従って、容易には保持体内部に入って行かないという問題が生じている。
　依って解決しようとする課題は、糸通し具を使った糸通し作業の容易な継式中通し釣竿
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の発明では、釣糸導入用孔を設けた大径竿管に直接に継ぎ合わせられる小径竿管の
後端に装着され、ガイドリングを保持する筒状保持体の後端縁の形状ラインは、小径竿管
の中心軸線に対して直交する直交面に交差する傾斜ラインを有しており、該筒状保持体の
外周面は前記大径竿管の内面に沿っていると共に、該筒状保持体の前記直交面で切断した
断面における肉厚は、該筒状保持体の内周面が変化することにより、前記直交面と傾斜ラ
インとの交点に近づくに従って漸減していることを特徴とする継式中通し釣竿を提供する
。
【０００６】
　第２の発明では、第１の発明の前記後端縁のライン形状は、筒状保持体の周方向に沿っ
た波形状であるよう構成する。
【発明の効果】
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【０００７】
　第１の発明では、筒状保持体の後端縁形状ラインが、上記直交面と交差する傾斜ライン
を有しているため、釣糸導入用孔から挿入した糸通し具の頭部は、糸通し具を挿入して行
くとやがて筒状保持体の後端縁に当接するが、この最初の当接位置が傾斜ライン以外、即
ち、従来と同じ直交状態の部分的な直交端面部に位置した場合、釣糸導入用孔付近で糸通
し具を操作すれば、頭部が直交端面部に沿った周方向に移動しようとして結局は傾斜ライ
ンに当たる。また、最初の当接位置が傾斜ラインの場合もある。こうして結局、糸通し具
頭部が傾斜ラインに位置することになる。
　ここで、筒状保持体の前記直交面に沿った肉厚は、該直交面と傾斜ラインとの交点に近
づくに従って漸減しているので、継続した糸通し具操作によって糸通し具頭部は周方向に
移動しようとしてその傾斜ラインを横切るように周方向に乗り上げることができる。それ
以外では、糸通し具頭部が傾斜ラインに沿って前方に移動するが、やがて終端に位置して
一旦この前方移動が止められ、その終端位置で継続した糸通し具操作を行うことによって
糸通し具頭部は周方向に移動しようとしてその傾斜ラインを周方向に横切るように乗り上
げる。即ち、糸通し具頭部が筒状保持体の中に入り込むことができるのであり、糸通し作
業が円滑になる。
【０００８】
　第２発明では、筒状保持体の後端縁のライン形状が波形状であるため、糸通し具を挿入
した際の頭部の最初の当接位置は実質的に傾斜ラインとなるため、糸通し具頭部が第１の
発明で説明した傾斜ラインに最初に当接する場合であり、より迅速に糸通しが可能になる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を図面を参照しつつ更に詳細に説明する。図１は本発明に係る継式中通し
釣竿の例としての３本継の中通し釣竿の使用図、図２は図１の要部の断面拡大図、図３は
図２の要部の拡大図である。元竿１０に対して、中竿１２が振出式に直接に継ぎ合わされ
、該中竿１２に対しては穂先竿１４が振出式に直接に継ぎ合わされている。大径竿管であ
る繊維強化樹脂製元竿１０の先側領域には前後方向に長い長孔を設け、この長孔の縁部に
釣糸導入ガイドＧ２が装着されている。その結果、釣糸導入ガイドの内側が釣糸導入用孔
２０になっている。また、該釣糸導入用孔２０の後方位置であって、竿管表面から高い位
置にガイドリングＧ１が保持されており、更に後方に装着されたリールＲから引き出され
た釣糸１８を、ガイドリングＧ１、釣糸導入用孔２０（釣糸導入ガイドＧ２）を介して元
竿内部に導入する。
【００１０】
　小径竿管としての繊維強化樹脂製の中竿１２の後端には、ガイドリングＧ３を保持した
筒状保持体２２が螺着されており、その後端縁２２Ｅとなる後端面は、中竿の中心軸線に
対して直交する直交面と交差する一平面で切断した傾斜面としている。即ち、この例では
、筒状保持体２２の後端縁２２Ｅは傾斜ライン２２Ｋから成っている。筒状保持体２２の
外周面は、大径竿管である元竿１０の内面に沿っており、元竿内面に対して実質的には当
接している。また、傾斜ラインは元竿の内面に沿っており、端面から長手方向に沿って見
ると円形又はその一部の円弧となっている。実質的に当接しているとは、傾斜ラインは元
竿内面に真に当接している場合と、筒状保持体２２の外周面と元竿内面との間に極く僅か
な隙間が存在していたり、また、筒状保持体の後端縁付近の外周面側の僅かなテーパ処理
によって、僅かに離れていたりする場合があるが、こうしたことを含めて包括的に表現し
たものである。筒状保持体後端面は一平面で切断される必要は無く、複数平面で切断され
ていてもよい。また、この例では、筒状保持体後端面の最も長く後方に突出した位置を、
元竿１０の釣糸導入用孔２０の側に位置させ、最も短く後方に突出した位置を、釣糸導入
用孔とは径方向反対側に位置させて継ぎ合わせている。
【００１１】
　図７は前記筒状保持体２２の後端面を前記直交面で切断した従来のものである。糸通し
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具３０の頭部３０Ｔが図３や図７に示すように、元竿１０の釣糸導入用孔２０とは概ね径
方向反対側の内面に位置して前方に押されることは、糸通し作業の際の中竿後端位置が、
元竿の釣糸導入用孔２０よりも所定寸法前方に位置していることと、糸通し具３０の細径
本体部３０Ｈの撓み性とに起因する。即ち、糸通し具を挿入するのは、ガイドリングＧ１
と釣糸導入用孔２０とを介して元竿内に挿入されて、一旦、元竿内面に到達し、更に押し
込むと図３や図７の状態となることが一般的である。
【００１２】
　図３の筒状保持体２２の内面は、ガイドリングＧ３の幾分後方位置から後端縁２２Ｅに
向かって漸次薄肉化されており、後端縁２２Ｅの肉厚は全周において実質的に同じ（略同
じ）である。また、内面の円周方向に沿って滑らかに肉厚が変化している。従って、矢視
線Ｃ－Ｃによる横断面は図４のようになり、筒状保持体の肉厚は図４において左右対称で
あって、傾斜ライン２２Ｋの近くのみならず半円程が、傾斜ライン２２Ｋに向かって滑ら
かに漸減している。こうした形態の図３と従来の図７の両形態の相違、即ち、筒状保持体
２２後端縁２２Ｅに傾斜ライン２２Ｋが有ることによって糸通し具３０の頭部３０Ｔが挿
通し易くなる。
【００１３】
　即ち、糸通し具を挿入してゆくとその頭部３０Ｔは傾斜ライン２２Ｋに当接する。ここ
で、筒状保持体２２の肉厚は、図４における左右の半分づつの領域で見た場合、円周方向
において傾斜ライン２２Ｋに近づくに従って漸減しているので、継続した糸通し具操作に
よって糸通し具頭部３０Ｔは円周方向に移動しようとしてその傾斜ラインを横切るように
、即ち、周方向に乗り上げることができる。また、糸通し具頭部が傾斜ラインに沿って前
方に移動することもあるが、この場合、やがて傾斜ラインの終端、この例の場合は図３に
おいて頭部３０Ｔの先端部が当接している位置であり、ここに位置して一旦この前方移動
が止められ、その終端位置で継続した糸通し具操作を行うことによって糸通し具頭部は周
方向に移動しようとして傾斜ラインを周方向に横切るように乗り上げ、糸通し具頭部が筒
状保持体の中に入り込むことができる。
【００１４】
　図３に代わる形態例として図５の形態がある。即ち、筒状保持体２２の後端縁２２Ｅが
円周方向に沿い、凹凸が複数組並んだ波形状に形成されており、後端縁２２Ｅは、各凹凸
の頂部と底部を除き、殆ど全周が傾斜ライン２２Ｋとなっている。筒状保持体２２の内面
は、ガイドリングＧ３の幾分後方位置から後端縁２２Ｅに向かって漸次薄肉化されており
、その後端縁２２Ｅの肉厚は全周において実質的に同じ（略同じ）である。また、内面の
円周方向に沿っては滑らかに肉厚が変化している。このため、矢視線Ｅ－Ｅによる横断面
は図６のようであり、筒状保持体の肉厚は、傾斜ライン２２Ｋの近く（後端縁２２Ｅの近
く）では、傾斜ライン２２Ｋに近づくに従って漸減している。こうした形態の図５と従来
の図７の筒状保持体の両形態の相違、即ち、筒状保持体後端縁２２Ｅに傾斜ライン２２Ｋ
が有ることによって糸通し具３０の頭部３０Ｔが挿通し易くなる。
【００１５】
　即ち、糸通し具を挿入してゆくとその頭部３０Ｔは傾斜ライン２２Ｋに当接する。従っ
て、糸通し具頭部の挿通の作用は図３の形態の場合と同様であるが、異なるのは、筒状保
持体の後端縁２２Ｅのライン形状が波形状であるため、後端縁２２Ｅが一つの円である図
３の実施形態例と比較すれば、この実施形態例の場合は各傾斜ライン２２Ｋが円周方向に
おいて互いに近い。従って、糸通し具を操作することによって頭部が何れかの傾斜ライン
に当接し易く、それだけ糸通しが容易になる。
【００１６】
　なお、竿管収納時には、首吊り方式等によって被収納竿管である小径竿管１２の後端を
浮かせる方式以外では、小径竿管に設けられた筒状保持体２２の後端縁２２Ｅが元竿の後
端（尻栓等）に当接するが、これを繰り返すと、徐々に後端縁が潰れ、変形等により後端
縁が全周に亘って当接面を形成することになる。然しながら、本願発明の必須事項である
傾斜ラインは、その後端部は別としても途中部分は元竿後端には接触せず、潰れ、変形等
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は永く不変である。
【００１７】
　図３に示す実施形態例の変形例としては、筒状保持体の後端面を一平面で傾斜に切断す
るのではなく曲面状に切断した場合、即ち、図３に描いたとすれば傾斜ライン２２Ｋが直
線ではなく、曲線になる場合がある。また、図５に示す実施形態例の変形例としては、図
５の傾斜ライン２２Ｋの大部分を図５において直線に描いているが、曲線となるものであ
ってもよい。
　継式中通し釣竿で、釣糸導入用孔が元竿ではなくてその前の中竿に設けられておれば、
この中竿が大径竿管であり、その１つ前側の竿管が小径竿管である。また、継合方式は振
出式以外の並継式等であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００１８】
　本発明は、継式の中通し釣竿に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は本発明に係る継式中通し釣竿の例としての３本継の中通し釣竿の使用図で
ある。
【図２】図２は図１の要部の断面拡大図である。
【図３】図３は図２の要部の拡大図である。
【図４】図４は図３の矢視線Ｃ－Ｃによる拡大横断面図である。
【図５】図５は本発明に係る継式中通し釣竿の他の例の、図３に対応する断面図である。
【図６】図６は図５の矢視線Ｅ－Ｅによる拡大横断面図である。
【図７】図７は図３や図５に対応する従来構造の断面図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１０　　　　　　　大径竿管
　１２　　　　　　　小径竿管
　２０　　　　　　　釣糸導入用孔
　２２　　　　　　　筒状保持体
　２２Ｅ　　　　　　筒状保持体の後端縁
　２２Ｋ　　　　　　筒状保持体の後端縁の傾斜ライン
　３０　　　　　　　糸通し具
　３０Ｈ　　　　　　細径本体部
　３０Ｔ　　　　　　頭部
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